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JQAは世界中の子どもたちが地球環境について考え、豊かな自然から受けた感動を描き、自らの潜在能力を引き
出す機会となることを願って1999年から地球環境世界児童画コンテストを開催しています。
第14回 地球環境世界児童画コンテストのテーマは「地球で生まれた仲間たち」で、77ヵ国から16,409点の個性
豊かな作品の応募がありました。このISO NETWORK誌上ギャラリーでは、地球環境特別賞、海外最優秀賞、
国内最優秀賞、ユニセフ賞を紹介します。

第14回  地球環境世界児童画コンテスト 
優秀作品20点公開中

地球環境世界児童画コンテスト事務局 
オフィシャルWebサイトをご覧ください。

http://www.childrens-drawing.com/

第15回  地球環境世界児童画 
コンテスト作品募集中

テーマ：奇跡の星「地球」
締　切：2014年5月31日（土）

第14回 地球環境世界児童画コンテスト
優秀作品誌上ギャラリー
主催：一般財団法人 日本品質保証機構（JQA）、国際認証機関ネットワーク（IQNet） 
後援：ユニセフ（UNICEF 国際連合児童基金）東京事務所



ISOマネジメントシステム規格は、1980年代後半にISO 
9000シリーズが発行されて以来、今日までに環境、情
報セキュリティ、食品安全、エネルギー、事業継続、道路
交通安全など幅広い分野で発行され活用されてきた。
このISOマネジメントシステム規格は、使い勝手をよくす
るためにいま変化の時を迎えている。すなわち、これか
らのISOマネジメントシステム規格には共通要素が採用
されることが決まり、順次発行され始めている。
この共通要素採用の目的は、ISOマネジメントシステム

規格間の整合性を向上させ、複数のISOマネジメントシ
ステムの統合運用を容易にすることだが、同時にマネジ
メントシステム規格を利用している組織が望めば、重す
ぎて運用に苦しんでいたり、形骸化していたりするマネジ
メントシステムをより効果的なものとするための見直し
を行う機会となることも期待される。
本特集では、ISOマネジメントシステム規格共通要素の
概要と意図について紹介する。

ISOマネジメント
システム規格は、
共通要素採用で
どう変わるか
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　ISOマネジメントシステム規格に共

通要素を採用することは、既存の規

格の構造を変えることになるので、大

幅な変更にも見えるが、実際はそうで

はない。目的や考え方は大きく変わる

ことはなく、共通要素の採用によって、

PDCAの関係を整理し、組織のマネ

ジメントシステムがより効果的に運用

　共通要素を採用することによって、

すべてのISOマネジメントシステム規

格の章立ても前ページの表1のように

統一される。共通要素の採用によっ

て各ISOマネジメントシステム規格の

要求事項は多くの部分が共通となり、

用語・定義を含めた全体の整合性が

高められる。

　規格間の相違は、個々のマネジメ

ントシステム分野の特別に必要とさ

れる要求事項について認められ、共

通要素に追加される。例えば改定が

進められているISO 9001のCD（委

員会原案）では、8章「運用」の共通

されることを目指している。

　ISOマネジメントシステム規格共通

要素とISO 9001、ISO 14001など各

規格の関係は、大木の幹と枝葉に例

えられる。幹となる共通要素で共通の

章立て、要求事項、用語・定義を提供

し、各規格固有の要求事項が枝葉と

して付加されるイメージとなる(図1)。

の要求事項8.1項に、品質マネジメン

トシステム固有要求事項の8.2項「市

場のニーズの明確化及び顧客との

相互作用」、8.3項「運用計画プロセ

ス」、8.4項「商品・サービスの外部か

らの提供の管理」、8.5項「商品・サー

ビスの開発」、8.6項「商品製造及び

サービス提供」、8.7項「商品・サービ

スのリリース」、8.8項「不適合商品・

サービス」の要求事項が追加されて

いる（本誌13ページ表2参照）。

　共通要素の各章は全体で右記

のような関係で、PDCAを形成する 

（図2）。

■ 表1：共通要素によるISOマネジメントシステム規格の章立て（*3）

0 序文
１ 適用範囲
２ 引用規格
３ 用語及び定義
４ 組織の状況

原則的にISOマネジメントシステム規格でこの章立てが使用され、分野固有の要求事項がこれに追加される。
XXXには品質、環境など、対象となる各マネジメントシステム分野の名称が記述される。

4.1 組織及びその状況の理解
4.2 利害関係者のニーズ及び
     期待の理解

4.4 XXXマネジメントシステム

4.3 XXXマネジメントシステムの
     適用範囲の決定

７ 支援
7.1 資源
7.2 力量

7.4 コミュニケーション
7.3 認識

６ 計画
6.1 リスク及び機会への取組み
6.2 XXX目的及びそれを
     達成するための計画策定

５ リーダーシップ
5.1 リーダーシップ及びコミットメント

８ 運用
8.1 運用の計画及び管理

5.2 方針
5.3 組織の役割、責任及び権限

7.5 文書化した情報
7.5.1 一般
7.5.2 作成及び更新
7.5.3 文書化した情報の管理

９ パフォーマンス評価
9.1 監視、測定、分析及び評価
9.2 内部監査

10 改善
10.1 不適合及び是正処置
10.2 継続的改善

9.3 マネジメントレビュー

共
通
要
素

幹は共通要素
枝葉が各マネジ
メントシステム
規格の固有要求事項

ISO 14001
ISO 22301

ISO/IEC 27001

ISO 9001
ISO 39001

■ 図1： ISOマネジメントシステ
ム規格共通要素と各マネ
ジメントシステム規格の
関係

（*1）
主な議論は以下の5点。①マネジメントシステム
監査の指針（ISO 19011）の改定、②ISOマネ
ジメントシステム規格の整合性確保のためのビ
ジョン作成、③ISOマネジメントシステム整合性
確保のためのマネジメントシステム基本構造（上
位構造）の開発、 ④ISOマネジメントシステムの
共通テキスト（要求事項）の開発、⑤ISOマネジメ
ントシステムの共通用語・定義の開発。ISO/TMB

（技術管理評議会）／TAG13-JTCG（合同技
術調整グループ）においてマネジメントシステム
上位構造（HLS：High Level Structure）、マネジ
メントシステム共通要求事項、共通用語・定義の
開発を進めた。

（*2）
2012年5月、ISO/IEC Directives（専門業務
用指針）のSupplement（補足指針）の改訂版
Annex（附属書）SLが発行され、「ISOマネジメ
ントシステムの共通要素」として、同一の構造、
同一のテキスト（要求事項）、共通用語・定義を
提供。

（*3）
共通要素（マネジメントシステム規格文）公開中。
ISOマネジメントシステム規格作成者向けの指
針（Directives）が一般財団法人日本規格協
会（JSA）のWebサイトにPDFで公開されてい
て、2013年12月5日現在プリントすることもでき
ます。

『 統合版ISO補足指針の和英対訳版 』第4
版,2013年（全356ページ）の付属書SL（SLは
項番で特に意味はありません）「マネジメントシ
ステム規格の提案」の末尾に添付されている
Appendix2の「規定（normative）」「上位構
造、共通の中核となる共通テキスト、共通用語
及び中核となる定義（High level structure, 
identical core text, common terms and 
core definitions）」に、これからのISOマネジメン
トシステム規格の共通部分（序文、1～10章の
規格文；英語、日本語各10ページ）が公開されて
います。「統合版ISO補足指針の和英対訳版」
で検索するか、JSAのWebサイトから[HOME]
―[提供サービスのご案内]―[ISO/IECの規
定・制作等（目次）] ―[ISO/IECの規定・制作等

【１】【２】【３】]の【２―１】ISO/IEC専門業務用
指針（ISO/IEC Directives）にアクセスしてくだ
さい。
＊ ご注意：公開されているPDFはページ数が多い

のでプリントされる場合はお気をつけください。
12月5日現在、PDFの294ページから313ページ
まで（文書のページ表記は英文、和文とも137
～146ページ）が規格文で、偶数ページに英
文、奇数ページに和文が掲載されています。

2012年2月にISOマネジメントシステム

規格共通要素を承認(*2)した。

　その結果、それ以降制定あるいは

改定されるすべてのISOマネジメント

システム規格は、原則としてこの共通

要素を採用して開発することが義務

づけられた。すでにこの共通要素は

事業継続（ISO 22301）、道路交通

安全（ISO 39001）、情報セキュリティ

(ISO/IEC 27001)などの分野で採用

され、今後ISO 9001、ISO 14001等

へ採用されることが決まっている。

　ISOマネジメントシステム規格は、章

立てや要求事項、用語・定義が異な

るため、規格間の整合が取りにくく、

ユーザーに混乱をもたらすケースが

あった。また、複数のISOマネジメント

システム規格を導入・利用する組織に

とっては、それらを統合して運用する

ことが容易でないこともあった。

　ISOではユーザー調査などで明ら

かになったこれらの課題解決のため

に、2006年から2011年にかけて、整

合性を高めるための議論(*1)を行い、

ISOマネジメントシステム規格
共通要素開発の背景と共通要素の特徴

■ 図2： 共通要素の章立てにおける
PDCAの関係

組織の状況（4章）
リーダーシップ（5章）

計画（6章）

支援（7章）

運用（8章）

パフォーマンス評価（9章）改善（10章）

P

A C

D
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1 ISOマネジメントシステム規格は、共通要素採用でどう変わるか

ISOマネジメントシステム規格間の整合化を図るために

規格の組み立ては新しくなるが、考え方は変わらず

共通要素の採用で整合化されるもの

● 規格の章立てが同じになるので、規格別に複数あった“文書化した情報”を共通化することができる。

● 内部監査の要求事項も共通化され、複数マネジメントシステムの内部監査を一括実施するなど効率
化することができる。

● 複数のマネジメントシステム規格間で、優先する活動を総合的にバランスよく仕分け、全体最適化を
追求することができる。

　複数マネジメントシステム規格の認証を取得している組織にとっては、ISO マネジメントシステム規格が共通要素を導入する
ことで、以下の事項について効率を改善できマネジメントシステムの統合活用が容易になる。

統合化へのメリット
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「考慮する」ところまでが要求事項で

あり、必ずしも、すべての課題や、利害

関係者の要求に応えなければならな

いというわけではない。適用範囲は、ま

た“文書化した情報”として利用可能

な状態にすることが求められる。

　4.4項では、決定した適用範囲に

ついてマネジメントシステムを確立、

維持、継続的改善を図る、すなわち

PDCAを回すための要素として“プロ

セス”と “相互作用”という言葉が登場

している。この「プロセス及びそれらの

相互作用」は、従来からISO 9001に

は採り入れられていたが、ISO 14001

には記述がなかった。今回、共通要素

に採り入れられたことで、今後のISO 

14001にもこの考え方が適用される。

　なお、“プロセス”には、Input／

Output、基準への監視、測定及び必要

な改善を含んでいる。つまり、ここでいう

“プロセス”とは、PDCAのサイクルを持

つ活動である。また、“相互作用”とは、プ

ロセスのOutputが他プロセスのInput

になる関係を表している。加えて相互

作用には、あるプロセスで必要な評価・

測定の結果、改善点があれば、関連す

るプロセスと適切に連携し対応を図っ

ていくというような関係も含まれる。

要求事項の統合”とは、日々の事業、

業務の中にマネジメントシステムの仕

組みが組み込まれ、一体化したシス

テムとなっていることを意味している。

　例えば、経営者が業務の運営に

ついて確認する場が経営会議であ

るならば、マネジメントレビューは経営

会議の一部とすればよい。いわゆる

ISOのためのISO活動としてプロセス

を別立てにし二重管理することを避

け、効果的で効率的なマネジメントシ

ステムとすることを意図しているもの

である。
　共通要素の4章「組織の状況」に

おいて、組織はそれぞれのISOマネ

ジメントシステム規格で組織の意図し

た成果を前提にして、ふさわしい適用

範囲を決めることが求められている。

これは、組織がISOに取り組む本来

の目的を明確にし、実効性の高い活

動を推進するベースを固めることを

意図するものである。

　図３は、マネジメントシステムの意図

した成果、適用範囲決定の明確化か

らマネジメントシステムの確立、実施、

維持、改善への流れを示している。

　4.1項では、マネジメントシステムの

成果の明確化の骨格が述べられる。

組織の目的に従って、XXXマネジメン

トシステムの意図した成果を明確化

し、それを達成する能力に影響のあ

　共通要素の5章「リーダーシップ」の

うち、5.1項「リーダーシップ及びコミット

メント」では、トップマネジメントの役割と

して、新たに、「それぞれの分野のマ

ネジメントシステムの方針、目的を確立

し、組織の戦略的な方向性と両立さ
る外部・内部の課題の抽出を行うこ

とが求められる。

　4.2項では、利害関係者とそのニー

ズや期待を決定することが求められ

ている。利害関係者は個々のマネジメ

ントシステムで異なる場合がある。考

え得る利害関係者として、例えば、顧

客、サプライヤー（アウトソース先を含

む）、従業員、近隣住民、監督官庁、

株主などがあげられる。

　4.1項と4.2項を踏まえて、4.3項「適用

範囲の決定」につながっていく。適用

範囲（組織、商品・サービス、サイト(場

所)、活動内容）の決定には、マネジメン

トシステムの意図した成果を達成する

能力に影響を与える外部・内部の課題

とともに、利害関係者のニーズや期待

を考慮することが求められる。ここでは

せること」「組織の事業プロセスへの

マネジメントシステム要求事項の統合

を確実にすること」を求めている。

　ここでいう“事業”とは、組織の存在

の目的の中核となる活動をいう。“事

業プロセスへのマネジメントシステム

特集
1 ISOマネジメントシステム規格は、共通要素採用でどう変わるか

ISOマネジメントシステム規格の共通要素の注目点

ポイント2 ： 事業プロセス運営ツールとしてのマネジメントシステム

ポイント3 ： あらかじめリスクを考慮したマネジメントシステムへ

ポイント1 ： マネジメントシステムの成果と適用範囲決定の明確化

4.1　組織及びその状況の理解
4.2　利害関係者のニーズ及び期待の理解
4.3　XXX マネジメントシステムの適用範囲の決定
4.4　 XXX マネジメントシステム（組織の XXX マネジメントシステ

ムの確立、実施、維持、継続的改善）

●組織の“意図した成果”の考え方が盛り込まれた。

●適用範囲の決定に際して、組織の外部・内部課題、
利害関係者の要求事項の考慮が追加された。

組織のXXXマネジメントシステムの確立、実施、維持、継続的改善（4.4）

適用範囲〈文書化した情報〉（4.3）

境界及び適用可能性を決定（4.3）

外部の課題（4.1）

組織の目的（4.1）

内部の課題（4.1）

XXXマネジメントシステムの意図した成果（4.1）

組織に起因 外部に起因

XXXマネジメントシステムに関連する
利害関係者の要求事項（4.2）

■ 図3：4.1～4.4項の整理

■ 図4：事業プロセスへのマネジメントシステム要求事項の統合

■ 図5：リスクの明確化の流れ（6.1）

事業プロセス 要求事項を統合した事業プロセス

マネジメントシステム要求事項

統合する

A D
P

C
A D

P

C

外部及び
内部の課題
（4.1） 

利害関係者の
要求事項
（4.2）

次の事項を考慮して

－XXXマネジメントシステムが、
　その意図した成果を達成できる

－望ましくない影響を防止又は
　低減する

－継続的改善を達成する

次の事項を計画する

・ リスク及び機会への取組み

・ 次の事項を行う方法

  －取組みのXXXマネジメント
　 システムプロセスへの統合及び実施

  －それらの取組みの有効性の評価

XXXマネジメントシステムの
計画を策定するときに
取り組む必要がある

リスク及び
機会を決定する

5.1　リーダーシップ及びコミットメント
組織の事業プロセスとマネジメントシステムとの
統合が規定された。

● 組織の“意図した成果”に向かった活動が促進される。
● 組織の課題や利害関係者の要求事項を考慮して適用範囲を決めることとなる。

共通要素採用で
ISOマネジメントシステムは
こう変わる

1

●  組織の日常業務に要求事項を組み込むことにより、効果的で効率的なマネジ
メントシステムの運用となる。

共通要素採用で
ISOマネジメントシステムは
こう変わる

2

6.1　リスク及び機会への取組み “リスク及び機会”が導入された。
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うえでの「不確かさ」と考えることがで

きる。つまり、組織はマネジメントシステ

ムの計画の段階から業務の流れのど

こに問題があるか全体を俯瞰して、

あらかじめ必要な取り組みを行うこと

が求められる。

　各分野のマネジメントシステム規格に

よって、リスクの取り扱いには濃淡があ

る。例えば、ISO 9001では6.1項「リスク

及び機会」は共通要素の要求事項と

ほぼ同じ内容であるが、ISO 14001や

ISO/IEC 27001では、6.1項の細目とし

て詳細な要求事項が記載されている。

　前ページの図5に、6.1項「リスク及

び機会への取組み」の流れを示し

た。組織はXXXマネジメントシステム

の計画を策定するときに、4.1項「内外

の課題」や4.2項「利害関係者の要

求事項」を考慮し、そのマネジメントシ

ステムが意図した成果を達成するこ

とを確実にし、望ましくない影響を防

止又は低減し、継続的改善を達成す

特集
1 ISOマネジメントシステム規格は、共通要素採用でどう変わるか

　共通要素の6章「計画」では、6.1項

に「リスク及び機会への取組み」が採

り入れられた。これまでも、ISO/IEC 

27001などにはリスクアセスメントの項

目があったが、共通要素の採用で今

後すべてのISOマネジメントシステム

規格が、事前に想定しうる事態に対し

て、必要に応じた対策を取ることを意

図したものになる。

　リスクとは、それぞれのマネジメント

システムが意図した成果を達成する

るために｢取り組む必要があるリスク

及び機会｣を決定する。

　組織が取り組む必要があると認め

たリスク及び機会が決まったら、対応

する計画を行うことが要求される。「リ

スク及び機会への取組みの計画」には

「プロセスへの統合及び実施」と「有

効性の評価」が含まれなければならな

い。「プロセスへの統合及び実施」と

は各階層の手順が意識されている。

場合によっては「リスク及び機会への

取組み計画」を6.2項「XXX目的の計

画」に含めることも可能である。

　なお、従来のISOマネジメントシステ

ム規格に見られた“予防処置”は、共

通要素の用語からはなくなり、6.1項

の「望ましくない影響を防止又は低

減」に含まれることとなった。

QISOマネジメントシステム規格の共通要素は、どう
いう意味を持つと考えていますか。

森廣　マネジメントシステムの構造に踏み込んで、より明
確なかたちを示したものと考えています。今回採用され
た共通要素は、従来それぞれのマネジメントシステム規
格によって異なっていた要求事項の並び順を、ただ単に
同じにしたということだけではありません。組織がどうい
う目的でマネジメントシステムを導入するのかという起源
から、トップマネジメントの役割、成果を出していくための
PDCAの仕組みをどう組み立てていくかといったところ
を含めて、組織が運営するマネジメントシステムそのもの
の構造が、要求事項を体系化したかたちによって示され
ています。言い換えれば、マネジメントシステムの構造そ
のものが国際基準として提示されているようなものです。
登録組織、審査機関の双方が、品質、環境、情報セキュ
リティなどにかかわらずマネジメントシステムの構造につ
いて、同じイメージを持ち、一定の了解のもとで審査がで
きる。その前提ができたと、とらえています。

Q共通要素を採用する規格改定により、審査は何
が変わりますか。

森廣　JQAでは、現在組織が運用されているマネジメン
トシステムを、できるだけ肯定的にとらえていく考えです。
改定されたから新しいシステムを構築しなければならな
いわけではありません。改定版で審査するといっても、今
まで運用されていたシステムの現状を肯定しつつ、さらに
よいシステムになるように、組織の方 と々一緒に『考える』
ことを大事にしていこうと思っています。たとえば共通要
素の一つとして「意図した成果」や「適用範囲の決定」
を明確にすることが求められます。これらは、そもそも何
のためにマネジメントシステムを導入するのかという成り
立ちの部分に深く関わっています。審査でもこれらの問
いかけを行い、マネジメントシステム導入の起源に至るま
でたどっていけるのではないかと思います。そうすれば、
問題点があった場合、要求事項にそぐわないからといっ
て体裁だけ要求事項に合うように修正するといった対処
ではなく、事業プロセス全体を見ながら、要求事項を参
考に事業にとって実効性の高いソリューションを見出すと
いう、本来あるべき方向に向かうと考えています。
　現在入手できる改定情報では、マニュアルの必要性
がなくなっておりますので、JQAでは今後の審査におい
てマニュアルありきの審査はやめようと思っています。そ
の代わりに、組織のマネジメントシステムを表現したチャー
トや図表を準備していただき、それを使って審査ができ
るのではないかと考えています。ただしこれは、マニュア
ル的なものすべてを否定しているわけではありません。

Q共通要素を採用する規格改定で、特に注目すべき
ポイントは何でしょうか。

森廣　一番大きなポイントは、個別の要求事項を、事業
のプロセスに統合することの重要性が強調されているこ
とです。マネジメントシステムの運用上の大きな問題とし
て、組織の実務とシステムにおける活動とが乖離し、シス
テムのための活動が一人歩きしてしまう二重化、あるい
は実効性のない活動が続けられてしまう形骸化などが、
従来から指摘されてきました。要求事項の事業プロセス
への統合は、形骸化・二重化を解消する方向性を明確
に打ち出したものといえるでしょう。そういう点からも、より
経営に資する規格、使いやすい規格になるのだろうと見
ています。JQAでは、これまでも組織の事業全体を見な
がら業務の流れに沿って審査するプロセス審査を行って
きましたが、改定を機に、プロセス審査をより深めていくこ
とができると考えています。

事業の中で必要とされた手順書や規定等は、もちろん
保持していただきたいと思います。ただ、マネジメントシス
テム要求事項に適合することだけを意識して作りあげた
マニュアルは、業務との乖離を招きかねないものですか
ら、必要ないと考えます。
 

Q改定版の規格に移行する組織にはどういう準備
が望まれるでしょうか。

森廣　JQAでは、今回の改定は、組織がマネジメントシ
ステムを見直し、形骸化・二重化を解消しスリム化を図る
大きなチャンスになると見ています。「組織の目的」「意図
した成果」「適用範囲の決定」「内外の課題」「リスクと
機会」「パフォーマンス評価」・・・今回の改定では、個別
の要求事項の中で、考えていただくことが多くなっていま
す。規格改定に対し、文書類をどう作り変えようか、という
アプローチではなく、何のためにマネジメントシステム規
格を導入するのかということから考えていただき、時間
をかけてでも、じっくりとマネジメントシステムを見直して、
事業プロセスに沿って課題に取り組みつつ、もっと役に
立つマネジメントシステムを作っていただければと考えま
す。その過程において、JQAはプロセス審査を通じて、ス
テップ・バイ・ステップでスムーズな移行を進めていただけ
るようお手伝いいたします。また、複数のマネジメントシス
テム規格の運用にあたる組織には、統合を視野に入れ
ていただくこともお勧めしたい点です。個々のマネジメン
トシステムを見直しながら無駄を省いた、整合性のある
マネジメントシステムを作ることができますから。

マネジメントシステムの形骸化・二重化を解消して 
スリム化し、より経営に活用するきっかけに

今回のISOマネジメントシステム規格に共通要素が導入されることについて、JQAではど

のようにとらえ、審査にどう臨んでいくのか。また望まれる移行の準備はどういったもの

かなどについて、審査部門を統括する理事・審査事業センター所長の森廣義和に聞いた。

●  リスクをベースとした考え方の導入により、マネジメントシステムの運用が事前
に想定しうる事態に対して、必要に応じた対策を取ることを意図したものとなる。

●  従来の規格にあった“予防処置”は、共通要素では6.1項の「望ましくない影響を
防止又は低減」に含まれることとなる。

共通要素採用で
ISOマネジメントシステムは
こう変わる

3

理事・審査事業センター所長 
森廣義和
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■ 図8：有効性の分析、評価

■ 図7：「XXXパフォーマンス」と「XXXマネジメントシステムの有効性」の関係

　共通要素の9章「パフォーマンス

評価」では、“XXXパフォーマンス”

と“XXXマネジメントシステムの

有効性”をそれぞれ評価し、マネジ

メントシステムの効果的な改善に

つなげるよう明文化されている。

　図7は、“XXXパフォーマンス”と

“XXXマネジメントシステムの有

特集
1 ISOマネジメントシステム規格は、共通要素採用でどう変わるか

効性”の関係を示している。

　“パフォーマンス”は「測定可能な

結果」、“有効性”は「計画した活動が

実施され、計画が達成された程度」

と定義されている。“パフォーマン

ス”は具体的な活動について、可能

な測定により導くものである。

　一方、“有効性”は計画に対しての

ものであり、4～8章までの活動結果

を監視、測定、分析及び評価するこ

とを表している。例えば、リスク及

び機会への対応状況、XXX目的の

達成状況、運用の計画及び管理状況

を監視、測定、分析及び評価するこ

とが該当する。図8のようなイメー

ジとなる。 ■

　共通要素の7章「支援」のうち7.5項

「文書化した情報」は、文書・記録の

概念の共通化を図っている。従来の

ISOマネジメントシステム規格での“文

書管理”や“記録の管理”の概念は、

共通要素では“文書化した情報の管

理”に統合されている。マニュアル、手

順書、記録といった用語がなくなり、

すべて“文書化した情報”という用語

で表わされる（図6）。

　共通要素では、組織は9つの文書

化した情報を持つことが要求される

（表2）。

　共通要素の採用により、組織は、マ

ネジメントシステムが確立、実施、維

持、改善でき、意図した成果をあげる

ことができれば、マニュアルや手順書

などの形にとらわれず自由に業務の

仕組みを構築できるようになる。同時

に、マネジメントシステムの審査もマ

ニュアルや手順書よりもトップマネジメ

ントや現場へのヒアリングを重視した

ものになる。

　また、近年多方面で使用される電

子文書を考慮した要求事項になって

いる。伝達できる形式であることを条

件に、音声や、画像、映像のほか、デ

ジタルデータも含めた幅広い情報が

含まれる。

ポイント4 ： 文書・記録の概念の共通化 ポイント5 ： 有効性評価の明確化

■ 図6：「文書化した情報」に統合

マニュアル 手順書 記録 「文書化した情報」

■ 表 2：9 つの「文書化した情報」（共通要素）

項番 内容
4.3 XXX マネジメントシステムの適用範囲
5.2 XXX 方針
6.2 XXX 目的
7.2 力量の証拠
8.1 プロセスが計画どおり実施されたという確信を持つために必要な程度での文書化した情報の保持
9.1 監視、測定、分析及び評価の結果
9.2 監査プログラムの実施及び監査結果の証拠
9.3 マネジメントレビューの結果の証拠

10.1 「不適合の処置」／「是正処置の結果」の証拠

測定

XXXパフォーマンス

計画した結果が達成された程度

XXXマネジメントシステムの有効性

XXXマネジメントシステム

プロセスのOutput等 XXXマネジメントシステムの計画

リスク及び機会の対応状況
（6.1）

XXX目的の達成状況
（6.2）

運用の計画及び管理の状況
（8.1）

それぞれのマネジメント
システムで必要なもの

XXXマネジメントシステム

分析、評価 分析、評価 分析、評価 分析、評価

XXXパフォーマンス及びXXXマネジメントシステムの有効性評価
●  マニュアルや手順書などの形式にとらわれず、自由な形の文書化した情報でマ

ネジメントシステムを運営することができる。
●  紙媒体にとらわれず、利用目的に即してその他の情報媒体（画像、音声など）を

使用することで、管理の効率化を図ることができる。

共通要素採用で
ISOマネジメントシステムは
こう変わる

4

7.5.1　一般
7.5.3　文書化した情報の管理

従来の｢文書・記録｣が、｢文書化した情報｣という
用語になった。 

9.1　監視、測定、分析及び評価
XXXパフォーマンスとXXXマネジメントシステ
ムの有効性の評価が明確化された。

●“パフォーマンス”と“マネジメントシステムの有効性”という、2つの視点から評
価することにより、マネジメントシステムを効果的に改善することが可能になる。

共通要素採用で
ISOマネジメントシステムは
こう変わる

5



■ 表2：  ISO/CD 9001:2013の構成 （赤字は固有要求事項）

0 序文
１ 適用範囲
２ 引用規格
３ 用語及び定義
４ 組織の状況
　4.1 組織及びその状況の理解
　4.2 利害関係者のニーズ及び期待の理解
　4.3 品質マネジメントシステムの適用範囲の決定
　4.4 品質マネジメントシステム
　　4.4.1 一般　4.4.2 プロセスアプローチ
５ リーダーシップ
　5.1 リーダーシップ及びコミットメント
　　5.1.1  品質マネジメントシステムに関するリー 

ダーシップ及びコミットメント
　　5.1.2  顧客のニーズ及び期待に関するリーダー

シップ及びコミットメント
　5.2 方針
　5.3 組織の役割、責任及び権限

６ 計画
　6.1 リスク及び機会への取組み
　6.2 品質目標及びそれを達成するための計画策定
　6.3 変更の計画
７ 支援
　7.1 資源
　　7.1.1 一般　7.1.2 インフラストラクチャー
　　7.1.3 プロセス環境
　　7.1.4 監視機器及び測定機器　7.1.5 知識
　7.2 力量　7.3 認識　7.4 コミュニケーション
　7.5 文書化した情報
　　7.5.1 一般
　　7.5.2 作成及び更新
　　7.5.3 文書化した情報の管理
８ 運用
　8.1 運用の計画及び管理
　8.2 市場ニーズの明確化及び顧客との相互作用
　　8.2.1 一般
　　8.2.2  商品・サービスに関連する要求事項の明確化
　　8.2.3  商品・サービスに関連する要求事項のレビュー
　　8.2.4 顧客とのコミュニケーション
　8.3 運用計画プロセス

　8.4 外部から提供される商品・サービスの管理
　　8.4.1 一般
　　8.4.2 外部からの提供の管理の方法及び程度
　　8.4.3  外部プロバイダーに対する文書化した情報
　8.5 商品・サービスの開発
　　8.5.1 開発プロセス　8.5.2 開発管理
　　8.5.3 開発の移行
　8.6 商品製造及びサービス提供
　　8.6.1商品製造及びサービス提供の管理
　　8.6.2 識別及びトレーサビリティ
　　8.6.3 顧客又は外部プロバイダーの所有物
　　8.6.4 引渡し後の活動　8.6.5 変更管理
　8.7 商品・サービスのリリース
　8.8 不適合商品・サービス
９ パフォーマンス評価
　9.1 監視、測定、分析及び評価
　　9.1.1 一般
　　9.1.2 顧客満足
　　9.1.3 データの分析及び評価
　9.2 内部監査　9.3 マネジメントレビュー
10 改善
　10.1不適合及び是正処置　10.2継続的改善
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（*1）
種々の ISO マネジメントシステム規格において、似
た要求事項であれば、利用者の立場からは共通の
表現であることが望ましく、規格開発者の立場からも
同様な記述が望ましいことから、ISO マネジメントシ
ステム規格の基本構造としての上位構造（箇条タイ
トル）、共通テキスト（要求事項）、共通用語・定
義の「共通要素」の採用が義務付けられたもの。
ISO/IEC 専門業務指針 (Directive) の補足指針
(Supplement) の改訂版の附属書 (Annex) の SL
項に記されている。

　この中でISO/IEC 27001：2013が2013
年10月に発行された。
　ISO 9001とISO 14001は12月現在委員
会原案（CD）で、次期国際規格（IS）発行は
2015年になるものと見られている。（表1）
　本特集では共通要素の採用による影響を
中心に、2013年12月時点で見込まれること
について述べる。

　2012年5月から、現行のISOマネジメントシ
ステム規格の定期的な見直しと改定を行う
際に、ISOマネジメントシステム規格の共通
要素を採用することが義務付けられた（*1）。
　いずれも見直しの時期に入っていたISO 
9001、 ISO 14001、 ISO/IEC 27001は、
ISOマネジメントシステム規格の共通要素を
採用する改定を行ってきた。

改定作業のスケジュール

　ISO 9001の改定は、2013年6月にCDが
発行された。DISの発行は遅れるという予想
もあったたが、当初の予定通り2014年3月

の発行が見込まれている。今後の作業が順
調に進めば、 FDISが2014年11月に、ISは
早ければ2015年1～2月に発行される見込
みである。
　次期ISO 9001の詳細が見えてくるのは

進む 規格改定
次期ISO 9001、ISO 14001は 
現在 委員会原案（CD）2013年12月現在

――共通要素採用と各分野独自の見直しで2015年発行の見通し

規格改定情報 ： ISO 9001
■ 次期ISO 9001発行までのスケジュール

─�焦点はマネジメントシステムの共通要素の採用、適用範囲の決定の�
ための要求、サービス分野への適用の配慮、プロセスアプローチなど

次期ISO�9001は2015年1～2月頃の発行に

NWIP WD DISCD IS

2012年11月 2013年4月 2014年3月（見込み）2013年6月 2015年1～2月（見込み）

FDIS

2014年11月（見込み）

特集
2 ISO 9001、ISO 14001、ISO/IEC 27001の規格改定情報ISO 9001、ISO 14001、ISO/IEC 27001の規格改定情報

■ 表1： ISO 9001、ISO 14001の改定作業の進捗 （2013年12月現在）

規格 現在の段階と今後の計画 備考
ISO 9001

（品質マネジメントシステム─
要求事項）

現在CD（委員会原案）
（以下ほとんどすべて最短期間で進む場合の推定スケジュール）
　2014年3月DIS（国際規格原案）
　2014年11月FDIS（最終国際規格案）
　2015年1〜2月IS（国際規格）発行

ISO/CD 9001：2013（英語版）は 
日本規格協会で購入可能（3,990円）

移行期間は3年

ISO 14001
（環境マネジメントシステム─
要求事項）

現在CD2（委員会原案2）
（以下ほとんどすべて最短期間で進む場合の推定スケジュール）
　2014年7月DIS（国際規格原案）
　2015年3〜4月FDIS（最終国際規格案）
　2015年5〜6月IS（国際規格）発行

移行期間は3年

DIS以降であるが、ここではCD段階でISO
マネジメントシステム規格の共通要素採用
による影響を中心に、想定されることや見込
まれることについて述べる。

改定のポイントと審査の変更点

　次期ISO 9001の要求事項は、共通要素
に従って表2のような章立てになっている。
この流れの中で、明らかになっている改定ポ
イントや審査の変更点を見ていく。

1.�ISO�9001の適用範囲を決める
　4章「組織の状況」では、ISO 9001の適
用範囲を決めた根拠を明らかにするよう要求
される。この適用範囲は主な商品・サービス、
それらを提供する主なプロセス並びに対象
に含まれる組織の事業所ということになる。
　この要求は、例えば本社を除く単体の工
場での認証取得を否定するものではない
が、なぜその工場のみを適用範囲としたの
かを明らかにすることを求めている（*2）。

2.��事業プロセス管理ツールとしての
使い勝手を強化

　ISO 9001は、他の規格と比較するとより
事業に即したものといえるが、次期ISO 
9001改定案では、トップマネジメントの関与
もより強く求められるほか、プロセスアプ
ローチの重要性が強調されるなど、事業プ
ロセス管理ツールとして使い勝手のよさが
追求されている。
●トップのリーダーシップの強化
　5章「リーダーシップ」では、トップの関与
により、組織の事業プロセスに品質マネジメ
ントシステムの要求事項を統合する（組み
込む）ことが求められる。
　組織の業務にマネジメントシステムの仕

組みが組み込まれ一体化させる。これによ
り、二重管理を避け、効率を高め効果を求
めることを意図している。
●プロセスアプローチが要求事項に
　ISO 9001は従来から、仕事のやり方に 
沿ったマネジメントシステムを構築するためプ
ロセスアプローチの考え方が採り入れられて
いたが、次期ISO 9001改定案では、4.4.2項

「プロセスアプローチ」として要求事項に位
置付けられ、重要性が強調されている。

3.�リスク・ベースの考え方
　共通要素では、マネジメントシステムその
ものが予防のための活動であるとされ、リス
クを基礎に置く考え方が重視されている。次
期ISO 9001改定案では、6.1項「リスク及
び機会への取組み」に共通要素とほぼ同じ
内容が要求されている。これは、品質マネジ
メントシステムが、構築・計画の段階からマ
イナスのリスク（クレームや不良品、機械の
故障など）の予防をトータルに含み込んでい
ることを示す。ただし、リスクの発生頻度や
影響度に基づくリスクマネジメントを組織に
対して義務付けるものではない。

4.��サービス業がISO 9001に取り組
みやすくなる

　次期ISO 9001改定案では、従来の製造
業を想定した要求事項の内容を改める方
向でサービス業への配慮がなされている。こ
れにより、今までISO 9001導入に踏み出せ
なかったサービス業、流通業など幅広いタイ
プの組織が、導入しやすくなっている。

　用語では「製品」が「商品・サービス」とな
り、「設計・開発」が「開発」に統一されてい
る。要求事項では、7.1.4項「監視機器及び
測定機器」が簡素化され、8.5項「商品・サー
ビスの開発」でも、レビュー、検証、妥当性
確認などの項目がなくなり、記録の義務もな
くなった。もちろんこれらは、やらなくてもいい
ということではなく、必要な管理であると組
織が判断すれば行う必要がある。

5.��ISO�9001独自の内容は主に8章
「運用」へ

　これまで、ISO 9001に独特の内容として
構成されていた現7章「製品実現」は、共通要
素の章立てに沿って8章「運用」にISO 9001
固有の要求事項として組み込まれている。

6.�パフォーマンス評価の重視
　次期ISO 9001改定案では、監視した結
果を改善につなげているかが重視される。こ
れは、9.1項「監視、測定、分析及び評価」に
おいて、データを取得し、使用する方法を決
め、評価を改善にどうつなげていくのかを明
示することが要求されている。ただ監視する
こと、データを集めることが目的化してしまう
運用を避け、取得したデータをより改善につ
なげられるように促すものとなっている。

（*2）
改定後も工場や事業部単位の登録は可能だが、「品
質マネジメントシステムの意図した成果を達成する組
織の能力に影響を与える外部及び内部の課題」「利
害関係者のニーズ及び期待の理解」を考慮して決め
ることが新しい要求事項である。本社やサポート部署
を登録範囲に入れることは条件ではないが、取引先や
顧客から見るとそれらを含んだ登録の方が実態に即し
た形であり、より安心感を与えるものだと考えられる。
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ISO/TS 16949などで先行導入されていた
考え方や要求事項が含まれている。ISO 
9001の改定に伴って、将来的には各セク

セクター規格への影響

　今回の改定には、セクター規格である

ター規格も改定が行われることになるものと
思われるが、その検討はまだ開始されておら
ず、不明である。

改定作業のスケジュール

　改定作業の中で、ISO 14001は2013年
3月にCDが発行された。その後、検討事項
が多いため2013年10月にCD2が発行され
た。今後のスケジュールは、DIS発行が
2014年7月、FDIS発行が2015年3～4月、
IS発行が2015年5～6月となる見込みで 
ある。
　次期ISO 14001への検討はこれから本
格化するため、ここではISOマネジメントシス
テム規格の共通要素採用による影響を中
心に、今後想定されることや見込まれること
について考察する。

改定のポイントと審査の変更点

次期ISO 14001改定案（CD2）の要求事
項は、共通要素に従って後述の表3のよう
な章立てになっている。この流れの中で、現
在明らかになっている改定ポイントや審査
の変更点を見ていく。

1.�ISO�14001を事業戦略に活用
　この改定の意図は、ISO 14001をより事
業戦略に即したものとして活用できるように
することである。組織と事業、社会の将来像
を描きながら、先を見通した戦略的なビジネ
ス展開を行うために役立つ規格へと向かっ
ている。

2.�適用範囲の決定をどう考えるか
　4章「組織の状況」では、組織がISO 
14001の適用範囲を決める際に、その根拠
を明らかにすることが要求事項に盛り込まれ
た。これは組織にとってより幅広い可能性を
もたらす。社会も組織も大きく変化する時代
にあって、マネジメントシステムの適用範囲

も必要に応じて変わっていくべきだろう。
　8章「運用」では、バリューチェーンの管理
が明確な要求事項として入ってきた。適用
範囲の境界を広げることで、バリューチェー
ンやサプライチェーンまで含むまとまった組
織体で環境マネジメントシステムを構築す
れば、大幅な効率化を図ることができる可
能性も広がる。
　一方で、個別の組織でうまくマネジメント
システムを使い分けたいという局面では、適
用範囲を絞り込んで柔軟な活用を図ること
も可能である。
　いずれにしても、組織の立ち位置が明確
になるので、目的意識を明確に持ってISO 
14001に取り組むことができる。

3.�トップダウンでの意思決定が重要
　今回の改定では、トップダウンでの意思
決定が強く求められ、より組織が携わる本来
のビジネスに沿うISO 14001が求められる
ようになった。5章「リーダーシップ」として新

規格改定情報 ： ISO 14001
■ 次期ISO 14001発行までのスケジュール

─2015年の発行を目指して改定が進行中

将来を見据えた事業戦略の展開に活用できる
環境マネジメントシステムへ

NWIP WD DISCD IS

2012年8月 2012年4月 2014年7月(見込み）2013年10月（現在CD2） 2015年5～6月（見込み）

FDIS

2015年3～4月（見込み）

たに加えられている（図1）。
　トップダウンで事業への環境マネジメント
システムの活用に取り組むことにより、戦略
的なビジネス展開が促進される。
　事務局への影響としては、マネジメントシ
ステムの事業戦略的な運用を実現していく
ために、例えば経営企画のような機能を担
う必要が生まれるだろう。

4.�リスク分析を計画立案に生かす
　6章「計画」では、組織がISO 14001を事
業に展開する上で、リスク分析（リスクと機
会の取組み）を行って計画の立案につなげ
ることを要求している。
　リスクにはマイナスのリスクイメージだけ
ではなく、チャンスの意味もある。そのため、
組織のビジネスモデルを考えて環境に関わ
るインフラを整備するといった活動や、環境
ビジネスの拡大への道を広げる方向性が出
てくる。

特集
2 ISO 9001、ISO 14001、ISO/IEC 27001の規格改定情報

次期ISO 9001が組織に与える影響は？
　まず、今回のISO 9001の改定作業が提案されたときの注目
すべき設計仕様を確認しておきましょう。「適合製品の供給能
力に関する信頼の向上」が改定の目的で、原則的に規格の目
的、タイトル、スコープなどは現行のISO 9001:2008から変更し
ないとされています。
　今回の委員会原案を見ると、すべてのISOマネジメントシステ
ム規格に適用される共通要素の採用を除き、2008年版の目的、
タイトル、スコープなどを変更しないという割には、かなり多くの
変更点があるように見えます。しかしそれらの変更点の大部分
は、いままで第三者からよく見えなかったブラックボックスの部分
を見えるように求めているだけです。ですから現在ISO 9001を
運用している組織にとって、まったく新たなアクションはほとんど
要求されていないように思います。
　委員会原案の特徴のひとつは、「製品」（*3）「設計」（*4）など
の用語を中心に見直しが進み、サービス業やソフトウェア産業
など多数の業種の組織が利用しやすいように配慮されている
ことです（*5）。しかし、このようにサービス業などへの配慮がなさ
れている反面、例えば、委員会原案で「設計・開発」「レビュー」

「検証」「妥当性確認」ということばがなくなった（*6）ことは、製
造業においては要求事項が曖昧になっているようにも思えま
す。この点はこれからまだ議論があるのではないかと思ってい
ます。また、現在ISO 9001を使っている製造業の組織では、規
格改定後も従来の考え方で業務を続けていただく必要がある
のではないかと思います。

組織が次期ISO 9001に移行するために必要なことは？
　JQAで認証を取っている組織は、次期ISO 9001への移行に
ついて、それほど特別な準備は必要ないでしょう。審査では、従
来よりも明確に示していただくことが必要になる部分があります
が、ほとんどは組織が現在も行っていることですのであまり心配
していません。例えばISO 9001ではマネジメントシステムの共
通要素に加えて品質マネジメントシステムにプロセスアプローチ
の適用を要求（4.4.2）しています。これは、従来の推奨事項から
要求事項に「格上げ」されました。JQAは2000年の規格改定
以降、規格の条項ではなく組織の事業プロセスに沿った審査
を実施してきましたので、プロセスアプローチの考えを取り込ん
でいる組織は特に新たな準備は必要ないと思います。また、トッ
プマネジメントが「組織の事業プロセスへの品質マネジメントシ

ステム要求事項を統合することを確実にする」（5.1.1 c）という
要求事項についても、移行審査のためには、品質マネジメント
システムを適用する計画段階で各要求事項がどの事業プロセ
ス・部署で行われているかを明確にし、要求事項と組織の事業
プロセス・部署との関係がわかるものを準備いただくくらい
です。
　一方「リスク及び機会への取組み」（6.1）については、ISO 
9001の場合は文書化の要求はありませんので、システムの構
築・計画段階でリスクと機会をどのように考慮されたかを確認
させていただこうと思います。

JQAの対応は？
　現在次期ISO 9001は委員会原案段階ですので、JQAは
引き続き情報収集に注力しながら、規格の目的や意図に沿っ
た審査技術を開発していきます。例えば、今回の委員会原案
には、「変更管理」「緊急時対応」「外部供給者のパフォーマ
ンスの監視」など自動車産業のセクター規格であるISO/TS 
16949にも見られる考え方が取り込まれていることにも注目して
います。
　また、すでにお問合せをいただいていますが、お客さまへ
は移行の準備のお役に立つ情報をJQA Webサイト、ISO 
NETWORK、説明会などを通じてご
提供していきます。
　なお、2013年11月に国際認定機関
フォーラム（IAF）から、次期規格への
移行期間は国際規格（IS）発行から3
年間と正式発表がありました。

JQA品質審査部長　佐々木等

（*3）
委員会原案では「商品・サービス (goods and services)」

（*4）
委員会原案では「開発 (development)」

（*5）
ISO マネジメントシステムのユーザーが製造業中心から、形のないサービスなど
を扱う業種に広がったことで、要求事項の表現を多くの業種・業態に見合うこ
とばに改定された。

（*6） 
2008 年版「設計・開発」(7.3) の「設計・開発の計画」(7.3.1)「設計・
開発へのインプット」(7.3.2) から「設計・開発の変更管理」(7.3.7)までは、
ISO/CD 9001:2013 では表現を変えて「商品・サービスの開発」(8.5)「開
発管理」(8.5.2) の a）b) c) d) e) f) に箇条書きされた部分などに受け継がれ
ている。

JQAは、次期ISO�9001改定案（CD）をこうみている

組織の状況
環境マネジメントシステムの適用範囲 (4.3/4.4項)

EMSの成果

利害関係者の
ニーズ及び
期待の理解
（4.2項）

外部及び
内部の課題
（4.1項） Plan Do

CheckAct

Act

改善
（10章）

計画
（6章）

支援・運用
(7章、8章)

パフォーマンス
評価
(9章)

リーダーシップ
(5章)

■ 図1： 環境マネジメントシステムモデル

ISO/CD2 14001 序文を参考に作成



■ 表3：  ISO/CD 14001:2013の構成（赤字は固有要求事項）

0 序文
1 適用範囲
2 引用規格
3 用語及び定義
４ 組織の状況
　4.1 組織及びその状況の理解
　4.2 利害関係者のニーズ及び期待の理解
　4.3 環境マネジメントシステムの適用範囲の決定
　4.4 環境マネジメントシステム
５ リーダーシップ
　5.1 リーダーシップ及びコミットメント
　5.2 環境方針
　5.3 組織の役割、責任及び権限
６ 計画
　6.1 リスク及び機会への取組み
　　6.1.1 一般

　　6.1.2 環境側面の特定
　　6.1.3 順守義務の決定
　　6.1.4 著しい環境側面と組織リスク及び機会の決定
　　6.1.5 行動のための計画
　6.2 環境目的及びそれを達成するための計画策定
　　6.2.1 環境目的
　　6.2.2 目的達成のための計画
７ 支援
　7.1 資源
　7.2 力量
　7.3 認識
　7.4 コミュニケーション
　　7.4.1 一般
　　7.4.2 内部コミュニケーション
　　7.4.3 外部コミュニケーション及び報告
　7.5 文書化した情報
　　7.5.1 一般
　　7.5.2 作成及び更新
　　7.5.3 文書化した情報の管理

８ 運用
　8.1 運用の計画及び管理
　8.2 バリューチェーンの管理
　8.3 緊急事態への準備及び対応
９ パフォーマンス評価
　 9.1 監視、測定、分析及び評価
　　9.1.1 一般
　　9.1.2 遵守評価
　9.2 内部監査
　9.3 マネジメントレビュー
10 改善
　10.1 不適合及び是正処置
　10.2 継続的改善
附属書（A、B、C）
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自主的なイニシアチブを通じた環境遂行能力のさらなる向
上を目指す
　2013年４月に公表された「環境にやさしい企業行動調査(環
境省)」によれば、環境課題に対応する上で重視する事項の上
位に、経営活動と環境配慮行動を統合した戦略的な対応、ス
テークホルダーへの対応、経営責任者のリーダーシップ、組織
体制とガバナンスの強化、バリューチェーンにおける環境負荷
低減があげられています。次期ISO 14001は、わが国で環境
課題に対応する組織が重視する考え方と同じ方向性の中で、
従来からの国際規格であるISO 14001の底流に流れる考え方
を踏襲しながらも、環境遂行能力のさらなる向上を目指した議
論が進展しています。

①トップマネジメントの関与　
　環境に限ったことではありませんが、ISOマネジメントシステム
における成功の鍵はトップマネジメントの関与であるといわれて
います。さらなる向上を目指すために、トップマネジメントのコミット
メントを重視し、経営に環境活動を取り込み、意思決定を行う上

での立ち位置について、経営の視点から掘下げられています。
② 遂行能力の向上した結果は環境パフォーマンスでも計る
　現行のISO 14001では、要求事項として環境パフォーマンス
について直接規定していません。これは、環境マネジメントシス
テムを改善することで、その活動の結果として環境パフォーマ
ンスが改善されていく、という考えによるものです。しかし現実
には、環境マネジメントシステムは問題なく運用されているがそ
の成果が期待通りに上がらない、という状況が見られることが
あります。改定案では、環境マネジメントシステムのパフォーマン
スと環境パフォーマンスの双方を扱うとしています。
③ISO 14001独特の改定ポイント
　独特の改定ポイントとしては、ライフサイクルに配慮したバ
リューチェーンの管理があげられます。一般に事業活動、製
品、サービスはバリューチェーンのプロセスに沿って展開され
ています。このため環境の改善も、組織内部に留まらず、マー
ケットや多様なステークホルダーが一緒になって、今までの枠
組み、制度、商慣習を変えながら、全体的なイノベーションを図
ることで取り組みの成果があがっています。次期ISO 14001も、

JQAは、次期ISO�14001改定案（CD2）をこうみている
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そのような経験や、時代的、社会的な要請を取り込んだ規格に
なっています。

審査の現場で見込まれる変化とは
　審査の現場では、これまで以上にトップマネジメントの意向
と環境マネジメントシステムのパフォーマンス、その結果として
の環境パフォーマンスを向上させる努力とが合っているかどう
かが浮き彫りにされ、それらの結果がどうフィードバックされて
PDCAが回っていくかが、より明らかになると見ています。
　また、活動の広がり、事業活動を俯瞰した全体的な取り組み
が期待される規格になったことで、例えば工場だけが認証取得
している場合では、会社全体での意思決定との連動や、中長
期的な経営計画での位置づけなどに、どう配慮するかが焦点
になっていくでしょう。

業務改善という視点から
　環境パフォーマンスを向上させる上で大事なことは、節約に
よるコストメリットの出る目標のみならず、事業プロセスにISO 

14001の要求事項を組み込み、本業の中で経営的に取り組ん
でいくことだと考えられます。環境パフォーマンス向上のため
に、事業に直結した形で課題を設定し、戦略的に、課題によっ
ては中長期的な計画を立て、継続的な向上を見込んだ目標を
立てて取り組んでいくことが重要です。例えば環境負荷低減の
施策に業務改善の視点を取り入れ、評価尺度をうまく設定す
れば、パフォーマンス改善に有効に働きます。IT化で業務の効
率化を図ったら結果的に紙ごみが減った、節電につながったと
いうケースがありますが、業務改善という継続的な活動が環境
への好影響を生んでいる例といえます。またバリューチェーンの
管理においても、ITや流通改革を活用
して在庫や物流をスリム化することは、
環境パフォーマンスの面でも成果を生
むと考えられますし、優れた製品やサー
ビスは社会の環境負荷低減に大いに
貢献することでしょう。

JQA環境審査部長　小笠原康治

5.�パフォーマンス重視
　今回の改定では、パフォーマンスが強く
意識されている。9章「パフォーマンス評価」
をはじめ、随所にパフォーマンスという用語
が用いられ、従来以上にパフォーマンスをき
ちんと評価してコミットすることが要求される
ようになった。そこでは成果を出す姿勢が明
確に打ち出されており、組織は、自分たちが
意図した成果にどこまで到達するかはっきり

させ、それを戦略として構築し、先を見据え
たマネジメントにつなげていくことが求めら
れる。
　組織にとっては、「とりあえずISO」を離れ
て、ISOを取得する意味、目標を考えながら
取り組むことが、より促されることになる。

6.�効率化の視点から
　審査のためのドキュメント作成など、時代

を経て陳腐化した作業はどんどんなくせば
よい。文書管理もIT時代にふさわしく、文字
文書だけではなく、図版、画像、映像、デジ
タル情報を含む幅広い情報として管理する
ことができるようになった。これらは、7.5項

「文書化した情報」に述べられており、こうい
う点でも使い勝手のよい規格になることが
見込まれる。

ISO/IEC�27001：2013の発行

　情報セキュリティマネジメントシステム
( ISMS )のための要求事項ISO/ IEC 
27001は、2013年10月に改定版が発行され
た。この改定（*7）の趣旨を整理すると以下の
とおりになる。
● ISO/IEC 27001がISMSの認証に使用さ
れる基準であることを考慮し、2005年版を
基本的に継承した。

● ISO/IECマネジメントシステム規格を作
成・改定する際に採用することが決められ
たマネジメントシステム規格の共通要素を
採用した。

● ISO/IEC 27001の6章「計画」に記述され
ている情報セキュリティアセスメント及び
情報セキュリティリスク対応並びにこれら
の実施について、リスクマネジメントのガイ
ドライン規格ISO 31000を適用した。

● 2005年から現在までの情報セキュリティと

ビジネス環境の変化が考慮され、ISO/
IEC 27001を通信、金融、クラウドコン
ピューティング事業などの分野別ISMS認
証制度の要請に対応できるようにした。

改定のポイントと審査での変更点

　共通要素に従って、後述の1章～10章の
章立てになっている（表4）。この流れで改定
のポイントや審査での変更点を見ていく。

規格改定情報 ： ISO/IEC 27001
■ ISO/IEC 27001：2013発行までのスケジュール

─�ISO/IEC�27000ファミリーは�
クラウドセキュリティなどの要素を加え時代のニーズにこたえる

ISO/IEC�27001は�
情報セキュリティマネジメントシステムの中核規格に
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■ 表4：  ISO/IEC 27001：2013の構成 （赤字は固有要求事項）

0 序文
１ 適用範囲
２ 引用規格
３ 用語及び定義　
４ 組織の状況
　4.1 組織及びその状況の理解
　4.2 利害関係者のニーズ及び期待の理解
　4.3  情報セキュリティマネジメントシステムの適用

範囲の決定
　4.4 情報セキュリティマネジメントシステム
５ リーダーシップ
　5.1 リーダーシップ及びコミットメント
　5.2 方針
　5.3 組織の役割、責任及び権限

６ 計画
　6.1 リスク及び機会に対処する活動
　　6.1.1 一般
　　6.1.2 情報セキュリティリスクアセスメント
　　6.1.3 情報セキュリティリスク対応 
　6.2  情報セキュリティ目的及びそれを達成するた

めの計画策定
７ 支援
　7.1 資源
　7.2 力量
　7.3 認識
　7.4 コミュニケーション
　7.5 文書化した情報
　　7.5.1 一般
　　7.5.2 作成及び更新
　　7.5.3 文書化した情報の管理

８ 運用
　8.1 運用の計画及び管理
　8.2 情報セキュリティリスクアセスメント
　8.3 情報セキュリティリスク対応
９ パフォーマンス評価
　9.1 監視、測定、分析及び評価
　9.2 内部監査
　9.3 マネジメントレビュー
10 改善
　10.1 不適合及び是正処置
　10.2 継続的改善
附属書A（規定）管理目的及び管理策
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（*7）
ISO/IEC 27001は 2005 年に発行され、2008 年から定期的な見直しを開始する
予定であったが、ISO マネジメントシステム規格の共通要素採用の決定を待つか
たちで改定が行われた。

（*8）
4.1 項（組織及びその状況の理解）で内部及び外部の課題を決定し、4.2 項（利害
関係者のニーズ及び期待の理解）で ISO/IEC 27001にかかわる利害関係者を決
定する。そして4.3 項（ISMS の適用範囲の決定）で内部及び外部の課題と利害
関係者の要求事項を考慮し、適用範囲を決定し、文書化した情報として明示する。

（*9）
6.1 項（リスク及び機会に対処する活動）の 6.1.1 項（一般）では、ISO/IEC 
27001の計画策定時にリスク及び機会の決定が要求される。リスクはマイナス面
だけではなく、プラス面も含む。6.1.2 項（情報セキュリティリスクアセスメント）で
は情報についてリスク特定・リスク分析・リスク評価の実施が求められ、6.1.3 項（情
報セキュリティリスク対応）ではリスク対応プロセスを文書化した情報で明確にす
ることを求められる。
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●適用範囲の決定
　ISO/IEC 27001の2005年版では適用
範囲は組織が定めるだけでよかったが、
2013年版では、なぜその適用範囲にしたの
か、根拠を明らかにし、文書化した情報とし
て明示することが求められ、4章「組織の状
況」で述べられている（*8）。このことは、従来
の審査で触れてこなかったわけではない。
JQAでは、審査の際に適用範囲を決めた理
由を聞いていた。その上で、例えばインター
ネットのファイアーウォールを境界（バウンダ
リー）として、ファイアーウォールの内側でセ
キュリティ対策が取られ、保たれているかどう
かを見るという審査を行っていた。従来から
境界をどこに置くかがポイントであったが、根
拠を明示することで、実際の運用がより明
瞭になる。

●組織のリスクと情報セキュリティリスク
　今回の改定では、6章「計画」（*9）で、2通
りのリスクについての要求事項が入ってい
る。一つは、ISMSが成果を出すうえで直面
する全社的なリスクであり、組織の評判や
存続にかかわるリスクである。もう一つは情
報セキュリティリスクである。情報セキュリ

ティリスクは従来通りの情報に対するリスク
のことを示している。どの組織でも事業存
続のための活動を日常的に行っている。そ
れを明示したものととらえればよい。例えば、
従業員の年齢構成などもリスクの一つとな
り得る。

●アクションプランの作成
　6章「計画」ではまた、情報セキュリティ目
的を確立し、それをどうやれば達成できるか
のアクションプランの作成も求められる。
　現行版と比較して具体化されており、測
定可能であることが要求され、計画、実施、
レビュー、改善によるPDCAサイクルが明確
になっている。達成度の判定が可能であり、
達成へ向けたアクションプラン、進捗管理
が明確ならば、これまでの年度目標のような
ものでも問題はない。

●用語の削除とその対応
　6章「計画」では、「脅威」「ぜい弱性」、リ
スク対応の選択肢における「受容」「回避」

「移転」といった用語が削除されている。ただ
し削除されたからマネジメントシステムも変え
なければいけないということではない。今まで

作り上げてきたリスクアセスメント手法が十
分であると考えるなら、変更の必要はない。

●管理策の変更
　附属書Aにおける管理策は、技術の変化
に対応した変更がなされた。管理策の総数
は、133から114へと減少している。

改定版への移行期間と手続き、�
JIS発行時期

　改定版への移行期間は2年（2015年9月
末まで）となった。
　JQAでは現在移行審査を受付けている。
移行審査は定期審査あるいは更新審査に
合わせて受審すれば追加工数はない。
　移行審査を受ける際には、改定版に基づ
く新規、追加要求事項の運用実績（数ヵ月）
が必要とされる。この実績に基づき、改定版
による内部監査、マネジメントレビューの実
施、および適用宣言書の改版も必須で
ある。
　ご希望により、業務相談、予備審査も実
施する。なお、JIS Q 27001の発行時期は
2014年3月が見込まれている。 ■

JQAは、ISO/IEC�27001改定をこうみている

ISO/IEC 27001改定が組織に与える影響は？
　いままでのISO/IEC 27001は、管理策にマネジメントを追加
してできている構造という印象があり、概念的にもやや整理で
きていないように見えていました。例えば、違いがわかりにくい
「ISMS基本方針」と「情報セキュリティ基本方針」を定義する
ことが求められていたことなどです。今回の改定で、一連の情
報セキュリティマネジメント（ISMS）の規格のISO/IEC 27000
ファミリー（*10）の中で、ISO/IEC 27001は他の規格との関係も
すっきり整理され、ISO/IEC 27000ファミリーの中核規格となり
ました。
　ICT技術は目まぐるしく変化しており、クラウドコンピューティン
グを始め、インフラ制御システムに関する情報セキュリティのリス
クは広がり続けています。このようなビジネス環境と直結した情
報セキュリティマネジメントは、ICT企業だけでなくさまざまな組
織から注目され、守るだけではなく、情報を活用するセキュリティ
への展開を予感させます。
　改定でISO/IEC 27001は、「How to」ではなく、「What」が
中心になりました。今後、ISMS規格が個人情報、クラウドや通
信などに広がっていくことを想定し、拡張性を持たせ、汎用性を
高めた反面、どのように構築するか、具体的に何をすればいい
かが、わかりにくくなっているように思えます。
　今回の改定を振り返って注目しているポイントは以下のとお
りです。①ISMSの認証規格として2005年版の継承。②マネジ
メントシステム規格の共通要素採用によるマネジメントシステム
規格間の整合。③組織の内外の課題と利害関係者のニーズ
及び期待を考慮した適用範囲の決定。④組織のプロセスへの
ISMS要求事項の統合。⑤リスクマネジメント規格ISO 31000と
の整合。

組織がISO/IEC 27001:2013に移行するために必要な
ことは？
　ISO/IEC 27001:2013への移行は、いまある形をなるべく生
かし必要最小限の変更で考えてください。現行の基準の方が
詳しいところは捨てずに利用してもよく、過剰な部分は整理しス
リム化してもいいかもしれません。
　具体的な準備は、まず、組織のセキュリティに関する内外の
課題を意識していただくと同時に、ISMSを実施しビジネスで何
を成し遂げたいのか、ビジネス上どういうメリットを得ようとして
いるのかを意識していただきたいと思います。それを踏まえて、
ISMSの適用範囲は正しいのか、方針はこれでいいのか確認
していただきます。次に、目的を達成するための計画をきちんと
つくり、パフォーマンスを評価と有効性の測定を行います。さら

に、社内ルールについて管理策を中心に新旧の基準のギャッ
プ分析を行い、リスク分析と結び付けて採用、不採用を明確に
します。
　2013年版への移行審査を受けるための必須事項は、①適
用宣言書を2013年版に全面改定すること、②2013年版に適
合するISMSを運用し、内部監査、マネジメントレビューを実施
することです。また、規格改定を機に、①マンネリ化、形骸化して
しまったシステムのムリ・ムダを洗い出し、現在の組織のニーズ
に合わせて見直しを行うことや、②ISO 9001やISO 14001など
他のマネジメントシステムとの統合運用を視野に入れ、組織全
体のマネジメントシステムの見直しを行うことを推奨します。

審査機関としての対応は？
　この改定後もJQAの審査は大幅に変わることはありません。
ISO/IEC 27001の審査は組織のビジネスプロセスに沿って行
うことになりますが、JQAは10年以上前から、組織のビジネスプ
ロセスに沿って組織のビジネスや経営をふまえたプロセス審査
を行っており、大幅な変更は必要ないのです。また、共通要素
の採用で他のマネジメントシステムとの統合運用が容易になり、
新たに組織の戦略に必要なマネジメントシステムを追加導入す
る負荷も小さくなります。
　JQAでは移行審査の受付を開始して
います。ご心配があれば、事前に業務相
談、予備審査サービス（いずれも有料）
のご利用も可能です。移行期間につい
てのお知らせはJQAのWebサイトで別
途公開します。

JQA情報セキュリティ審査部長　江波戸啓之

（*10）
ISO/IEC 27000 ファミリー（情報セキュリティマネジメントシステムに関する
国際規格；作成中規格含む）：ISO/IEC 27000（概要及び用語）、ISO/IEC 
27001（要求事項）、ISO/IEC 27002（管理策の実践のための規範）、ISO/
IEC 27003（実施の手引）、 ISO/IEC 27004（測定）、ISO/IEC 27005（情報
セキュリティリスクマネジメント）、 ISO/IEC 27006（監査及び認証を行う機関
に対する要求事項）、ISO/IEC 27007（監査のための指針） 、ISO/IEC TR 
27008（管理策の監査員のための指針；技術報告書）、ISO/IEC 27010（部
門間及び組織間コミュニケーションのための情報セキュリティマネジメント）、 
ISO/IEC 27011（セキュリティ技術－ ISO/IEC 27002 に基づく電気通信組
織のための情報セキュリティマネジメント指針）、 ISO/IEC 27013（ISO/IEC 
27001 及び ISO/IEC 20000-1の統合的実施の手引）、 ISO/IEC 27014（情
報技術のガバナンス）、 ISO/IEC TR 27015（金融サービスのための情報セキュ
リティマネジメントの指針；技術報告書）、 ISO/IEC 27016（組織の経済的側
面）、ISO/IEC 27017（クラウドコンピューティングサービスにおけるISO/IEC 
27002 に基づく情報セキュリティ管理策実践のための規範）、 ISO/IEC 27018

（クラウドコンピューティングサービスのデータ保護制御の実践のための規範）
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　「マネジメントシステム統合プログラ
ム」の審査でJQAは、次の7つの判断指
標をもとにマネジメントシステム統合の程
度と統合に向けた改善点をコメントする。

①責任・権限　
②方針・目標管理（*3）

③文書管理
④プロセス・業務管理
⑤内部監査　
⑥マネジメントレビュー　
⑦是正処置・予防処置などの改善活動

（*3）
例として7つの判断指標から、②方針・目標管理
に関する判断指標の一部を示す。
●�統合ステージⅠ:
各規格に基づき立てられた方針に矛盾がな
いこと

●��統合ステージⅡ:
目的・目標の計画立案と実施管理において、
各規格の関連する目的・目標の間のトレード
オフを評価・検討する仕組みがあり、それらが
解決されていること

　適用範囲について、「統合ステージⅠ」で
は、複数規格の適用範囲を統一すること
は求めない。もし、適用範囲をそろえるこ
とを望まない場合は、このステージでと

複合審査（*1）とIMS審査（*2）の2つのサー
ビスを提供してきた。これらのサービス
の提供による実績をベースに、複数規格
の運用により相互作用、相乗効果などを
発揮できるようステップ・バイ・ステッ
プで統合レベルの向上を図っていただ
ける「マネジメントシステム統合プログ
ラム」というサービスを開発した。従来
の複合審査、IMS審査は順次、このサービ
スへ一元化する方向で検討中である。
　今後JQAは、統合の程度に応じて「統合
ステージⅠ」「統合ステージⅡ」「プレミア
ム・ステージ」の3段階でそれぞれ判断指標
を設け、ステップアップをサポートする。
審査では、各ステージに足りない部分を気
づきとして提供するほか、セミナー開催
やホームページでの事例紹介など各種サ
ポートメニューの提供を予定している。

　複数の規格を統合して運用すること
はメリットが大きい。統合を進めること
により、わかりやすく、使いやすいマネジ
メントシステムを構築でき、スリム化で
きる。また、例えばISO�9001、ISO�14001
を統合する場合、品質・環境という異なる
視点を同時に持つことで日ごろの業務
を多角的に捉えることができ、新たな改
善活動につながるきっかけとなる。つま
り、複数の規格の統合は相互作用、相乗効
果を生み出すことができ、組織全体のパ
フォーマンス向上にもつながるだろう。
　さらに維持・管理の手間やコストも削
減できるうえ、受審回数を減らし、そのた
めの準備や対応の負担も減らすことがで
きる。審査工数の削減も図れ、審査費用も
圧縮できる。

　これまでは、規格ごとに章立てが異な
るため、マネジメントシステムの統合を
目指す組織にとっては、複数の規格間で
同様の要求事項、異なる要求事項を比較
するのが困難だった。マニュアルを統合
し、管理の共通化に取り組む組織は、どの
ような章立てで統合していくべきか、悩
みが大きかった。
　今後の改定で採用される共通要素で
は、異なる規格であっても章立てが共通
化しており、共通の要求事項と個別の要
求事項を明確にでき、共通管理、個別管理
の区別も容易になる。マネジメントシス
テムの統合運用を目指す組織には、導入
負荷が軽くなると期待できる。
　また、複数規格のマネジメントシステ
ムの適用範囲は、規格によって組織の意
図が違わなければ、基本的には同じにな
ることが見込まれる。
　組織の運用の効率化が進めば、審査も
効率化され、審査工数の削減にもつな
がっていく。

　JQAでは、複数規格のマネジメントシ
ステムを運用する組織に対して、従来、

　例えばISO�9001とISO�14001を同時
に運用している組織は多い。組織ごとに
その運用のやり方はさまざまであり、規
格ごとに運用するケースもあれば、マ
ニュアルを統合して、重なる内容／事項
を共通に管理している組織もある。
　規格ごとに分けた運用を行う組織は、
管理工数は2組織分になり、管理の手間が
大きい。本来、組織の活動は1つであり、品
質や環境で独立する活動にはなっていな
い。規格もまた、本来は組織の活動を効果
的に進めるために、組織が主体的に活用
する経営ツールである。ところが、規格の
個別の要求事項に応えることが目的とな
り、マネジメントシステムの運用が、とも
すると認証を取得するための活動に陥っ
てしまうケースもある。

■ お問合せ先

JQAマネジメントシステム部門
企画・推進センター

03-4560-5710
（月～金曜日・9:00～17:25／祝祭日、年末年始を除く）

複合審査部　部長　垣生�学複合審査部　次長　松久�真人　　

複数規格運用の現状

各ステージの判断指標

ステップ・バイ･ステップで
進められる「マネジメント
システム統合プログラム」

統合運用のメリット 今後の規格改定で変わること

今後の規格改定は、マネジメントシステム規格の共通要素が採用される。
複数の規格を運用している組織にとって、これは、個別の規格を1つのマ
ネジメントシステムへ集約した統合運用へ向かう大きなチャンスとな
る。JQAでは、新たに「マネジメントシステム統合プログラム」を提供し、
複数規格の効率的な運用へ、意欲的に踏み出す組織をサポートしている。

規格改定が広げるマネジメント
システム統合運用のチャンス

マネジメントシステム
統合プログラム

JQA Business Frontline マネジメントシステム統合プログラム

（*1）�
複合審査：すでに取得したマネジメントシステム規格
の定期審査や更新審査、新たに取得を目指すマネジ
メントシステム規格の登録審査を、組み合わせて複
合的に行う審査。

（*2）�
IMS（統合マネジメントシステム）審査：複数のマネジ
メントシステム規格を1つに統合し、組織のなかで有
効に運用しているかを審査する。JQA独自のサービス
として開発し、2005年度より審査を開始。

■ マネジメントシステム統合プログラムのイメージ

■ 統合によるメリット
トータルコストの軽減

統合により維持・管理作業にかかる
内部コストを軽減

内部コストの軽減　

受審回数の減少により受審準備や
審査対応の負担を軽減

受審回数の低減

審査効率の向上により審査工数を
削減(審査費用を軽減)

審査工数の削減

パフォーマンスの向上

わかりやすく使いやすい
Simple シンプル

ムダの排除
Slim スリム

部分最適から全体最適へ
Synergy シナジー

どまることになる。長期的な視野を持っ
て、この段階からじっくりスタートする
ことも選択肢のひとつである。
　一方、統合を推進したい組織は、「統合
ステージⅡ」から、主要業務・主要組織を
含めて、適用範囲の統一化を図ることが
望まれる。

従来の審査サービスは
どう当てはまるか

　これまでJQAの複合審査、IMS審査を
受けていた組織は、特別な手続きや準備
を必要とせず本プログラムへ参加できる
よう準備を進めている。
　JQAの複合審査を受けていた組織は、
概ね「統合ステージⅠ」から「統合ステージ
Ⅱ」に該当し、IMS審査を受けていた組織
は、概ね「統合ステージⅡ」から「プレミア
ム・ステージ」に当てはまる予定である。
　また、「プレミアム・ステージ」は本プ
ログラムのフラグシップモデルであり、
IMS審査を受けていた組織のなかでも、
より高いレベルでの運用を実現している
組織を中心に、より多くの組織にチャレ
ンジしていただきたい。

「マネジメントシステム
統合プログラム」の詳細情報

　サービス内容や申込方法、またサポー
トメニューなどの詳細についてはJQAの
ホームページで紹介していく予定である。

JQA　統合プログラム 検索 � ■
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になじみやすく、また他のマネジメント
システム規格と合わせた運用も可能で
ある。
　ISO 29990を導入・運用することで、組
織内の透明性の確保、従業員のモチベー
ション向上が図られ、提供する学習サー
ビスの品質向上と継続的な改善が実現で
きる。これにより顧客からの信頼向上だ
けでなく、対外的にアピールすることで
競合他社との差別化を図ることも可能に
なる。

　JQAは、ISO 9001の審査を通して、人
材の育成や技術の伝承を切実な課題とさ

　ISO 29990は国際標準化機構（ISO）に
よって発行された多くのマネジメントシ
ステム規格、とりわけ品質マネジメント
システムISO 9001との類似点が多い。一
方、要求事項はISO 9001の約140項目に
比べ約40項目と少なく、内容も教育現場
に直結しているものが多いため、PDCA
サイクルをつくりやすい規格となって
いる。また学習サービスの提供が事業の
一部である場合も、その事業部門や部署

（企業内の研修部門等）に限定した適用
や認証取得が可能となっている。そのた
めISO 9001認証を取得されている組織

れている組織が多いことを把握してお
り、ISO 29990は、まさにこういった課題
の解決に貢献できる規格であると認識し
ている。JQAは、これまでもさまざまな規
格、多様な業種の審査を手がけており、こ
れらの経験をもとに構築したデータベー
スを活用し、ISO 29990認証においても
適切な審査ノウハウを提供することが可
能である。
　また、ISO 29990の普及に向けてセミ
ナーを開催しており、これまでも企業の
教育部門、民間研修機関など、幅広い立場
の方々に参加いただいている。今後も、
ホームページや情報誌などを通じて継続
的な情報発信を行い、ISO 29990の普及
を通して、より多くの組織の課題解決に
貢献していきたいと考えている。  ■

　ISO 29990は、（図1）のように「学習
サービスに関する要求事項（3章）」と「学
習サービス事業者のマネジメントに関
する要求事項（4章）」の2本柱で構成さ
れている。研修コースのような学習サー
ビスと組織のマネジメント、それぞれ
のPDCAを回していくことにより、学習
サービスの継続的改善を図ることを要求
している。
　具体的には、3章では、（図2）のように学
習サービスの質の向上のために、事業所
や受講者といった利害関係者のニーズを
把握し、研修カリキュラムを作成（P）、適
切な講師によりカリキュラムを実施する

（D）。実施後には事業所や受講者にヒア
リングやアンケートといったモニタリン
グを行い（C）、それらを反映させて学習
サービスの改善につなげる（A）といった
PDCAサイクルになる。
　また4章の10項目をPDCAに割り当
てると、（図3）のように考えることもで
きる。学習サービス事業者にマネジメン
トシステムとして適用することで、組織
の課題を見つけ出し是正することで改
善につなげるものである。全体として
ISO 9001と共通の内容が多いが、事業継
続の観点から財務管理に注目し、講師な
どの人事管理や外部の利害関係者から
のフィードバックを重視するなど、学習
サービスマネジメントシステムならでは
要求事項も含まれている。

　ISO 29990は、EUの発足を背景に人材
の流動化が盛んになったヨーロッパの主
導で、2010年9月に発行された学習サー
ビス事業者向けの国際規格である。ISO 
29990の正式名称は「非公式教育・訓練に
おける学習サービス－－サービス事業者
向け基本的要求事項」であり、認証可能な
規格である。「非公式教育・訓練」とは、小
学校、中学校、高等学校などの公式教育以
外の教育・訓練を指すが、その対象は学習
塾、語学教室、民間の職業訓練機関だけで
なく、企業研修機関や資格取得支援組織
など幅広い学習サービス事業者を想定し
ている。
　ISO 29990の序文には、「非公式教育・
訓練・人材育成の企画、開発、提供に関し、
学習サービス事業者と顧客に対して、質
の高い専門的な業務及びパフォーマンス
のための汎用モデル及び共通の枠組みを
提供することを目的としている」ことが
記されている。学習サービス事業者に、い
わば、サービスの品質の保証と向上を目
指すための基準を提供するもので、品質
マネジメントシステムISO 9001との類
似点も多い。

■ お問合せ先

JQAマネジメントシステム部門
企画・推進センター

03-4560-5710
（月～金曜日・9:00～17:25／祝祭日、年末年始を除く）

企画調整部　商品開発室　室長　内田 英明 企画調整部　商品開発室　主幹　鋤柄 耕治

人材の流動化が進む
ヨーロッパ主導で策定された
ISO 29990

ISO 29990の特徴――
2つのマネジメントシステムの
PDCAを回す

企業内の学習サービス
提供部門にとっても
メリットの大きいISO 29990

2013年2月、JQAは学習サービスマネジメント
システムISO 29990の認証サービスを開始し
た。ISO 29990は、経営のグローバル化や人材
の流動化が進むなか、質の高い教育・訓練・人材育
成の提供を目指す幅広い分野の組織が活用でき
るマネジメントシステムとして注目されている。

あらゆる組織の
人材育成の課題に応える
学習サービスマネジメントシステム
ISO 29990

1章  適用範囲

2章  用語及び定義（18項目）

3章  学習サービスに
関する要求事項

4章  学習サービス事業者の
マネジメントに関する要求事項

■ 図1： ISO 29990規格の構成

3.3 学習サービスの実施

CA

DP

3.1 学習ニーズの明確化
3.2 学習サービスの設計

3.1 学習サービス
　　事業者によって
　　行われる評価

3.1 学習サービス提供の
　　 モニタリング

■ 図2： 3章　学習サービスに関する要求事項

4.1 一般的マネジメント
　　 要求事項
4.2 戦略及び
　　 ビジネスマネジメント

青字はISO 9001との対応がある要求事項

4.3 マネジメントレビュー
4.4 予防処置及び
　　 是正処置

4.9 内部監査
4.10 利害関係者からの
　　　 フィードバック

4.5 財務管理及びリスク管理
4.6 人事管理
4.7 コミュニケーション
　　 マネジメント（内部／外部）
4.8 人的・物的資源の割り当て

CA

DP

■ 図3： 4章　学習サービス事業者のマネジメントに関する要求事項

ISO 29990の普及を通して
さまざまな企業の人材育成に貢献

JQA Business Frontline 学習サービスマネジメントシステム ISO 29990
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ある。要求事項では、学習サービスが正し
く実施されているか検証することを求めて
いるが、顧客のもとでサービスを提供する
MSCの場合、どの程度までチェックするこ
とが適切なのか判断がつかなかった。検討
を進める中で、「MSCの品質の維持・改善こ
そがモニタリングの主眼である」ということ
に気づき、すべてをチェックしようとするの
ではなく、自分たちが目指すサービスの質
を実現するために必要な部分を対象にす
ればよいという結論に至った。これにより、
無理のないモニタリング方法を構築するこ
とができたという。

　ISO 29990の認証を取得してからどのよ
うな効果が上がっているのか。藤原社長は

「お客さまにもご評価いただく中で、受注に
結びつく案件も出てくるようになりました。
細かく説明しなくても、一定の品質を持っ
ていることが理解していただきやすくなっ
た―それが何よりのメリットです」と、満
足そうな表情を見せる。
　ねらいとしてあげていた業務の標準化と
いう視点ではどうか。藤原社長は「第一歩
は踏み出せた」とみる。「私たちはお客さま
のもとで業務に当たっているので、どうして
も個人個人のやり方が介在する余地があり

ましたが、文書化・記録化による見える化で
共通の認識が生まれるようになってきまし
た。業務の内容がはっきりしたことは、人材
アセスメントサービスの設計を担うアドミ
ニストレーターのような重要な人材の育成
という観点からも意義あることと考えてい
ます」（藤原社長）。
　顧客ニーズの変化に対応したサービスの
改善という視点ではどうか。「これまでは2
泊3日や1泊2日の日程で参加者を1ヵ所に
集めてアセスメント業務に取り組んできま
した。しかし、お客さまの会社にとって重要
な人材を、2、3日とはいえ拘束することが難
しくなってきています。お客さまの状況に応
じて見直しを考える必要があります」と藤
原社長。品質を維持しながら、スピードアッ
プやコストダウンを求める顧客の声に応え
る必要性も感じているという。
　グローバル化に伴って、ビジネス環境の
変化は加速している。いきおい、企業のマ
ネージャーやリーダーに求められる資質も
変わっていく。企業の人材開発を担う学習
サービスの提供者として変化に追いついて
いくには、これまで以上に顧客の声に耳を
傾け、自ら変化を先取りする企業姿勢と、環
境変化に迅速に対応できる人材の育成が
不可欠だ。MSCはISO 29990を活用する
ことによって、サービス品質の継続的な改
善に取り組み、業界におけるサービスの優
位性をさらに高めたいと考えている。     ■

るねらいもあります」
　「ひとづくり」に関わる事業は「ものづく
り」と違って、必ずしも大きな投資が伴うわ
けではない。それだけに事業にも参入しや
すく、顧客にとって玉石混交という現実の
中、ISO 29990の第三者認証を自社サービ
スの差別化の手段として打ち出そうという
のである。
　ただ、差別化を図ることで、人材アセスメ
ント業界での現在の地位を守ろうというわ
けではない。サービスのさらなる品質向上
を目指して、業務改善に取り組もうとのねら
いも併せ持つ。
　具体的な取り組みとして想定するのは、
見える化を通じた業務の標準化である。藤
原社長は強調する。
　「人材アセスメントサービスは経験知が
個人個人に溜まりがちですが、社内の人材
の流動化を考えると、それでは困ります。見
える化を通じて業務を標準化し、ノウハウ
を会社のものとして維持していく努力が欠
かせません」
　業務改善としては、顧客ニーズの変化に
対応したサービスの改善も想定する。「ビジ
ネス環境が変わって、マネージャーの役割
も以前に比べて変化しています。その中で
適切な人材をスクリーニングするための材
料が求められるようになっています。お客さ

まの反応を確かめながらPDCAサイクルを
回す中で、演習やディメンションの内容を
見直していく必要があります」（藤原社長）。

　ISO 29990の認証を名実ともに生かそ
うとのねらいのもと、認証取得に向けた準
備に入ったのが、2012年4月。会社として初
めてのISOへの取り組みだったこともあっ
て、要求事項を満足させることに対する負
担感は当初重かったという。ところが、時間
の経過とともに取り組み方がのみ込めるよ
うになると、それは和らいでいく。
　「人材アセスメント業界初の取り組みで
あり、システム構築の事例がなかったので、
当初は不安に駆られました。しかし理解が
深まるにつれ、いまの業務の進め方を文書
化し記録していくこと、そして品質向上に向
け社員の意識を高めることが取り組むべき
方向性としてはっきりし、もうひと踏ん張り
しようとの気持ちが生まれてきました」と藤
原社長。
　顧客のもとに出向いてアセスメントサー
ビスを実施するというビジネススタイル
ゆえ、あらためて気づかされたり対応に戸
惑ったりする点もあったという。
　一つは、法的要求事項への対応である。
例えば、MSCは顧客の研修施設に出向き、
そこでアセスメントサービスの運営をすべ
て任されることがある。その際、研修施設が
建築基準法や消防法など法令に基づき適
切な状態にあるかということを、学習サー
ビスを提供する側としても確認する必要が
あることに気づかされたという。藤原社長は

「これまで気づかなかった視点からの品質
確保を、あらためて認識することができまし
た」と振り返る。
　もう一つ対応に戸惑ったのは、要求事項
の中にある利害関係者へのモニタリングで

業界のパイオニアとしての優位性を

ISO 29990認証で強化する

　株式会社マネジメントサービスセンター
（以下、MSC）の設立は1966年9月にさかの
ぼる。創業者はその後、1973年に米国生ま
れの人材評価手法を導入し、国内向けにカ
スタマイズして「ヒューマンアセスメント」と
名づけた。
　MSCは、以来40年にわたり延べ60万人
を超えるマネージャー／リーダーの昇進昇
格や能力開発に向けた診断・育成の実績を
有し、人材開発コンサルティングを通して
顧客である企業／団体の人的資源の育成
と活用をサポートしてきた。
　そのMSCは2013年2月、人材アセスメン
トサービスを対象に、学習サービスマネジメ
ントシステム ISO 29990の認証を取得した。
　ISO 29990の認証を得たねらいは、どこ
にあるのか。代表取締役社長の藤原浩氏は
語る。
　「当社は人材アセスメントサービスの先
駆者として業界で優位性を持っていると自
負しています。そこを、引き続き強化するこ
とがねらいです。一方で、この業界は参入障
壁が低く、サービスの品質が担保されにく
いという現状があります。業界の信頼度が
下がらないように、品質のさらなる向上を図

人材評価
サービスにおける
差別化と同時に
業務改善にも踏み出す

「ヒューマンアセスメント」という人材評

価手法を1970年代に日本に持ち込んだ

業界のパイオニアである人材開発コンサ

ルティング会社、株式会社マネジメント

サービスセンター。同社では2013年2

月、サービスの質の保証と向上を目指す

学習サービスマネジメントシステムISO 

29990の認証を取得した。代表取締役

社長の藤原浩氏に、ISO 29990導入の

ねらいと効果、今後の展望をうかがった。

■株式会社マネジメントサービスセンターの概要

所 在 地：本社／東京都渋谷区代々木
 営業所／東京、大阪、名古屋、
　　　　　　　　  福岡、札幌
設 　 立：1966年9月
資 本 金： 1億円（MSCグループ）
従業員数： 正社員／176名
  （うちコンサルタント79名）
 契約コンサルタント／136名
業務内容： アセスメントシステム、
 ディメンション／
 コンピテンシー、
 オーガニゼーション
 コンサルティング、
 トレーニング＆
 デベロップメント
ISO 29990認証取得：2013年2月

ISO 29990認証取得事例 株式会社マネジメントサービスセンター

取締役 コンサルタント統括部長
地引 勝美氏

ISO運用室 室長
髙梨 義行氏

マネジメントサポート室 室長
和多 美保氏

代表取締役社長　藤原 浩氏

2012年	4月	 ISO	29990	事務局立ち上げ

	 4月〜5月	 初期レビュー

	 6月〜7月	 行動計画の策定

	 6月〜10月	 文書化

	 11月	 システム立ち上げの確認

	 11月〜12月	内部監査

	 12月	 ファーストステージ審査

2013年	1月	 マネジメントレビュー

	 2月	 セカンドステージ審査

	 2月22日	 認証・登録証の発行

ＭＳＣ
ヒューマンアセスメントとは

個人の能力や資質が目標職務において
どのように発揮されるかを、多面的・客観
的に評価する技法です。通常、2日～3日
間の集合研修スタイルで行い、研修期
間中に観察された参加者の言動を評価
の対象とします。参加者は、さまざまな
演習課題を通じ目標職務を疑似体験す
ることができ、自分自身の能力について
大きな気づきを得ることに繋がります。

アセッサー
訓練を受けた複数の
第三者が個人の行動
や態度を多面的に観
察し、客観的、公正に
評価します。

目標職務に近い状況
における行動や態度
を観察・評価すること
で、参加者の能力レベ
ルや適性、啓発ポイン
トが具体的に明らかに
なります。 ディメンション

行動や態度を多項目に細分
化して分析するための評定
項目を用意します。

演習課題

ヒューマン
アセスメントの
３つの要素

スケジュール

ヒューマン
アセスメント・
マネジメント
システム組織図

ISO
運用室

社長

営業本部開発部ＤＤＩ
事業部 管理部MSC

サービス
コンサルタント
統括部

マネジメント
サポート室

初めての認証取得に戸惑いも

法令対応に品質確保を再認識

見える化による業務の標準化

社内の人材育成に役立たせる
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お見積書が必要な場合はお問合せください。

JQAで登録いただいているお客さまで登録内容変更申込書または担当窓口変更連絡書をご提出される場合、
当誌についてのご連絡は不要です。

4ヵ月前

技術専門性の対応が極めて困難な分野につきましては、お申込受付をいたしかねる場合があり、また、反社会的な行為、またはその恐
れのある組織・団体などからのお申込受付はお断りしております。その他JQAの判断によりお申込受付をお断りする場合もございます。
またその場合、お申込受付後においても、取り消しさせていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
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登録証/証明書番号： JMI/JQA-

登 録 事 業 者 名：

お 申 込 ご 担 当 者：  （TEL）： （FAX）：

 （E-Mail）：

 （所属）  （氏名） ㊞

申込日： 20　　年　　　月　　　日

変 　 更 　 内 　 容： 対象となる箇所のみご記入ください。　また、英文の登録証がある場合は英文についてもご記入ください。

変更項目
（該当箇所にチェックしてください） 変更点 変更後

□　行政都合による所在地表記変更
□　事業者の移転
□　事業者の名称変更
　　　変更日： ２０　 年　  月　  日
　　　登録証変更希望時期： ２０　 年　  月
□　変更による登録対象人数の増減：　
　 （増・減）　　   　 人
□　ISO/TS 16949 生産事業所の追加　
　　※生産事業所の追加時は、審査登録申込書も必要です

□　行政都合による所在地表記変更
□　事業所の移転
□　事業所の名称変更
□　事業所の追加または削除（追加・削除）
　　　変更日： ２０　 年　  月　  日
　　　登録証変更希望時期： ２０　 年　  月
□　変更による登録対象人数の増減：　　
 （増・減）　　   　 人

□　追加
□　削除
　　　変更日： ２０　 年　  月　  日
　　　登録証変更希望時期： ２０　 年　  月
□　変更による登録対象人数の増減：　　
 （増・減）　　   　 人

□　追加
□　削除
　　　変更日： ２０　 年　  月　  日

□　登録の統合
　　　統合する登録番号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　登録の分割
　　　分割する組織：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

□　和文・英文　 □　和文のみ　 □　英文のみ

□　登録事業者
（ISO/TS 16949 における
生産事業所）

□　関連事業所
（ISO/TS 16949 における
支援部門）

□　登録活動範囲

□　顧客固有要求事項
　　（ISO/TS 16949）
□　顧客契約要求事項
　　（JIS Q 9100）

□　その他

□　規格改定等による
　　適用規格の変更

□　登録証の表記
　　（和文／英文）の変更

□　和文・英文　 □　和文のみ　 □　英文のみ

2000-J02-X

一般財団法人　日本品質保証機構　マネジメントシステム部門
□　企画・推進センター 行
□　ＩＳＯ中部支部 行
□　ＩＳＯ関西支部 行

FAX: 03-4560-5760
FAX: 052-533-9279
FAX: 06-6393-9056

(TEL: 03-4560-5710)  E-Mail: naiyouhenkou-t@jqa.jp
(TEL: 052-533-9221)  E-Mail: naiyouhenkou-c@jqa.jp
(TEL: 06-6393-9040)  E-Mail: naiyouhenkou-k@jqa.jp

ご登録内容に変更があった場合は、本様式にて（FAXまたはメール）変更をお申し込みください。
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2000-J07-O

一般財団法人　日本品質保証機構

事業推進 認証業務課

企画・推進センター FAX: 03-4560-5760
FAX: 052-533-9279
FAX: 06-6393-9056

(TEL: 03-4560-5710)
(TEL: 052-533-9221)
(TEL: 06-6393-9040)
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13.04 F750106(N)

一般財団法人日本品質保証機構
マネジメントシステム部門　企画・推進センター　行

FAX: 03-4560-5760

〒101-8555
東京都千代田区神田須田町1-25
株式会社　ジェーキューエー
品質保証部
神田　太郎　様
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